
 

 

２０２０年７月２１日 

 

「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」参加行による共同出資会社の設立について 
～「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」連携施策～ 

 

武蔵野銀行（頭取 長堀 和正）ほか「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」参加行※は、     

２０２０年７月２２日（水）、共同出資会社として「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス株式会社」

を設立いたしますので、お知らせします。 

  

地方銀行最大の広域連携の枠組みである「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」では、    

これまでフィンテック分野における新サービス開発や、Ｍ＆Ａ業務での情報連携など、  

幅広い分野で協業を進めてまいりました。 

 

こうした取組みを一層加速させていくため、今般設立する新会社では、各行共通の業務・

機能を集約・共同化していくプラットフォームとしての役割を担うことを企図しており、

今般その第一弾として「ＡＭＬ（アンチ・マネー・ローンダリング）センター」を同社内

に設置いたします。 

このＡＭＬセンターでは、継続的顧客管理業務をはじめ、マネー・ローンダリング   

およびテロ資金供与防止に関連する業務を共同化するとともに、各行の知見やノウハウを

結集することで、国際的な要請を踏まえた態勢の更なる高度化を目指していきます。 

 

今後も、当行は幅広い分野において戦略的アライアンスを一層加速させ、付加価値の  

高い金融サービスを提供していくことで地域社会の持続的な成長に貢献してまいります。 

 

 

※ 武蔵野銀行、千葉銀行、第四銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、北越銀行、      

滋賀銀行、琉球銀行の１０行 

以 上 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

総合企画部 アライアンス推進室 關本 

048-641-6111（代） 内線 2162 



≪参考≫ 

【ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス株式会社の概要】 

商 号 ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス株式会社 

事 業 内 容 

業務効率化に向けた助言・提言、事務の受託 

経済、金融、産業、市場及び地域開発等に関する調査・研究の受託 

共同事業に関する提言等 

資 本 金 900 万円 

株 主 構 成 

武蔵野銀行 11.11％、千葉銀行 11.11％、 

第四銀行・北越銀行（*） 11.11％、中国銀行 11.11％、 

伊予銀行 11.11％、東邦銀行 11.11％ 北洋銀行 11.11％、 

滋賀銀行 11.11％、琉球銀行 11.11％ 

*第四銀行と北越銀行は 2021 年 1 月に合併し、商号を第四北越銀行と

する予定 

設 立 予 定 日 2020 年 7 月 22 日（水） 

業務開始予定日 2020 年 10 月 1 日（木） 

所 在 地 東京都中央区日本橋室町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス参加行 

共同出資 

ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス株式会社 

ＡＭＬセンター

ＡＭＬプログラムの運営・実行 

ＡＭＬ業務の集約 

人員出向 

ＡＭＬに関する 

成果物の提供 

千葉銀行 第四銀行 中国銀行 伊予銀行 

東邦銀行 滋賀銀行 北洋銀行 琉球銀行 

武蔵野銀行 

代表取締役（非常勤）３名 

  取締役（非常勤）７名 

  監査役（非常勤）１名 

取締役会


